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第1章 計画の概要 

1-1 計画策定の背景と目的 

本市では、本市の交通政策の基本的な考え方を示した「小山市総合都市交通計画」を平

成 16 年度(2004 年度)に策定し、それに基づき市内の交通課題に取り組んでいます。しか

し、計画策定から約 15 年が経過し、この間、北関東自動車道の全線開通による国道 50 号

の利用形態や圏央道開通による新 4 号国道沿線の立地利便性の向上、さらに拠点の新設･

再構築など、本市の交通や土地利用は変化してきています。 

こうした中、今後の人口減少・超高齢社会を見据え、土地利用計画と都市交通計画の連

携による効率的かつ重点的な都市整備を推進するためには、「小山市総合都市交通計画の

見直し」として、道路交通ネットワークの見直し、少子高齢化に対応した公共交通サービ

スの充実、中心市街地活性化の支援などの都市交通課題への対応が必要です。 

そこで、交通実態調査としてパーソントリップ調査を実施し、その結果を踏まえ交通体

系の基本方針、道路網・公共交通・自転車・徒歩交通に関する基本計画を立案し、総合的

な都市交通計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画策定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通実態調査（パーソントリップ調査）の実施 

将来交通需要予測の実施 

現況分析、現況課題の整理 

都市交通体系の目指すべき方向性の検討 

交通施策の検討 

小山市総合都市交通計画の策定 

パーソントリップ調査とは 

 

パーソントリップ調査とは、「ど

のような人が」「どのような目的

で」「どこからどこへ」「どのよう

な交通手段で」移動したかなどを

調べるものです。 
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1-2 計画の対象と位置づけ 

本計画の対象区域は、小山市全域とします。 

本計画の推進にあたっては、本市のまちづくりの最上位計画である「第 7 次小山市総合

計画」等に即するとともに、本市の長期を展望したまちの姿を定める「小山市立地適正化

計画」をはじめとする市の関連計画と整合・連携を図ります。 

また、計画策定後は、本計画で示す方向性に基づき、自転車活用推進計画や地域公共交

通計画の策定や個別事業の検討を進めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 計画の位置づけ 

 

1-3 目標年次 

本計画の計画期間はおおむね 20 年間の令和 22 年度(2040 年度)までとします。 

なお、関連する上位計画の変更や社会状況の変化、まちづくりの動向を踏まえながら、必要

に応じて見直しを行うこととします。 

 

 

 

小山市総合都市
交通計画 

上位計画 

栃木県等 小山市 

・第 7 次小山市総合計画 

(平成 28 年 3 月) 

関連計画等 

・小山市都市計画マスタープラン(平成 17 年 1 月) 

・小山市立地適正化計画(令和 2 年 1 月) 

小山市総合都市交通計画 

(平成 17 年 4 月) 

即する 即する 
整合・ 

連携 

見直し 

・小山栃木都市計画 都市計画区域

の整備、開発及び保全の方針 

(平成 28 年 3 月) 

・小山地区定住自立圏共生ビジョン

(平成 28 年 10 月) 

・小山市人口ビジョン(平成 27 年 10 月) 

・小山市まちづくり総合交通戦略(平成 27 年 9 月) 

・小山市幹線道路網整備計画(平成 28 年) 

・第 2 期小山市工業振興基本計画(平成 28 年 3 月) 

・第 3 次小山市環境基本計画(平成 28 年 3 月) 

・小山市地球温暖化対策地域推進計画(平成 25 年

3 月) 

・すこやか長寿プラン 2018(平成 30 年 3 月) 等 

パーソントリップ調査の調査概要 

・サンプル数：6,525 世帯、14,625 人 

・調査方法：住民基本台帳から無作為抽出した世帯に調査票を郵送、郵送もしくはウェブ

サイトにて回収 

・調査対象日：平成 30 年(2018 年)10 月の平日 


